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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】光線利用のうどんこ病防除制御方法
【技術分野】
【０００１】
本発明は、育成植物が夜間の呼吸作用の時間帯に青色、緑色光を与え育成植物の体内栄養
濃度をつかさどるタンパク質を育成いちご植物，食用植物の体内に増加させて、うどんこ
病を制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来、植物のうどんこ病対策として、育成期間中に肥培管理による窒素コントロール処理
を行ないながら、農薬の防除をおこなってきた、しかし農薬中心の防除のみに頼る防除技
術であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】　特許公開２００９－２６１３１１号
【発明の概要】

【課題を解決しようとする課題】
【０００４】
従来、植物の育成期間中における、うどんこ病の防除方法は、大半の生産者は農薬防除に
頼っていた、又天候不順が、続くと次から次へと、うどんこ病が発生し、繰り返し、農薬
防除のために、植物の生育時の成長を阻害する事が多くなり苦慮している。
【０００５】
又一部の生産者は太陽光に近い紫外線を利用しうどんこ病の菌を滅菌する方法を利用して
いる、しかしうどんこ病害菌を滅菌するための強い紫外線の照射は、人体には直接照射す
るなどすると体、特に皮膚に害をもたらすことが医学的に解明されているのは、周知の事
実であることに苦慮している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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天候不順時期にも影響されずに緑色、青色の単独光線や、青色、緑色の複合させた光線を
夜間に照射し、育成いちご植物、食用植物体内の栄養濃度である、タンパク質濃度を増加
させ、うどんこ病を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
収穫期や、育苗中の植物の同化作用、呼吸作用に無理することなく、育成植物の体内の栄
養濃度をつかさどるタンパク質を増加制御出来る。
【０００８】
本発明によれば、緑色、青色の単独光線、青と緑色複合色光線利用処理することにより、
無理なく且つ、自然な方法で天候に左右されることなく、タンパク質を増加させることに
より、うどんこ病を抑制軽減でき、生産者にとって、多大の利益となる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】は、緑色蛍光灯２の上面に青色蛍光灯１を設置しいちご植物苗１３に緑色と青色
光線とを照射する模式図。
【図２】は、緑色蛍光灯２の上面に青色蛍光灯１を設置しいちご植物苗１３に緑色と青色
光線とを照射する模式図。
【図３】は、青色蛍光灯１緑色蛍光灯２を一平面上に並べ設置し、いちご植物苗１３に緑
色と青色光線とを照射する模式図。
【図４】は、青色蛍光灯１をいちご植物苗の上面に設置し、青色光線を照射する模式図。
【図５】は、緑色蛍光灯２をいちご植物苗１３上面に設置し、緑色光線を照射する模式図
。
【図６】は、緑色ＬＥＤ４の上面に青色ＬＥＤ３を設置しいちご植物苗１５に緑色と青色
光線とを照射する模式図。
【図７】は、青色ＬＥＤ３の上面に緑色ＬＥＤ４を設置しいちご植物苗１５に緑色と青色
光線とを照射する模式図。
【図８】は、青色ＬＥＤ３と緑色ＬＥＤ４を一平面上に並べ設置し、いちご植物苗１５に
緑色と青色光線とを照射する模式図。
【図９】は、青色ＬＥＤ３をいちご植物苗１５の上面に設置し、青色光線を照射する模式
図。
【図１０】は、緑色ＬＥＤ４をいちご植物苗１５上面に設置し、緑色光線を照射する模式
図。
【図１１】は、パイプハウスの内部両脇に平行に設置した緑色蛍光灯７と中央部に設置し
た青色の蛍光灯８の配置の立面図。
【図１２】は、パイプハウスの内部両脇に平行に設置した緑色蛍光灯７と中央部に設置し
た青色の蛍光灯８の配置の平面図。
【発明を実施するための形態】
【０００１０】
　本発明の実施形態を、タンパク質の定量法としては、精度の高い方法として燃焼後に窒
素量を測定するデルマ法と、硫酸分解後にアンモニア量を測定するケルダール法等があり
ます。当発明の基準になった測定法は、後者の方法でいちごの葉柄、葉体をＨＡＣＨ社製
ダイジェスタール２３１３０－２０型で強酸の硫酸にて４４０度Ｃにて煮沸させながら強
酸化剤過酸化水素水を点滴し、２段階分解後にサンプルを取り出し、ＨＡＣＨ社製分光光
度計３０００Ｒにてアンモニア量を測定するゲルタール法に基ずくものであり，精度の高
いタンパク質の定量法にて測定を行なっています。
【０００１１】
いちご植物の育成中の葉柄、葉体内のケルダール窒素の量すなわち、タンパク質の量が、
無照射、緑色のみの光線の照射、青色のみの光線の照射、緑色の光線と青色の光線の組み
合わせによる光線の照射等の組み合わせの違いにより、いちご植物の体内にタンパク質の
増加する効果が、育成中のいちご植物に発生するうどんこ病発生の多い、少いの違いの比
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較を調べた。
【０００１２】
下記別表１は、緑色蛍光灯の緑色光線のみの光線をいちご植物のサンプル苗５０本に照射
をし、測定したデータを別表１に表示。
【０００１３】
青色蛍光灯の青色光線のみ光線をいちご植物のサンプル苗５０本に照射をし、測定したデ
ータを別表１に表示。
【０００１４】
緑色蛍光灯の上面に青色蛍光灯設置し、緑色蛍光灯の緑色光線と青色蛍光灯の青色光線と
を、同時に育成いちご植物のサンプル苗５０本に照射をし、測定したデータを別表１に表
示。
【０００１５】
青色蛍光灯の上面に緑色蛍光灯を設置し、青色蛍光灯の青色光線と緑色蛍光灯の緑色光線
とを、同時に育成いちご植物のサンプル苗５０本に照射をし、測定したデータを別表１に
表示。
【０００１６】
蛍光灯無しは、光線照射なしにて、いちご植物サンプル苗５０本を用意し、測定したデー
タを別表１に表示。
【０００１７】
いちご植物５０本当たりの、緑色蛍光灯の緑色光線のみを照射、青色蛍光灯の青色光線の
みの照射、緑色蛍光灯の緑色光線、青色蛍光灯の青色光線の組み合わせ別による、育成い
ちご植物に照射の違いよる、ケルダール窒素量と、うどんこ病発生数の比較を別表１にて
表示した。尚、ケルダール窒素量は、各サンプル５０本の平均値を別表１にて表示した。
【０００１８】
別表２には、緑色ＬＥＤの緑色光線のみの光線を、いちご植物のサンプル苗５０本に照射
をし、測定したデータを別表２に表示。
【０００１９】
青色ＬＥＤの青色光線のみ光線をいちご植物のサンプル苗５０本に照射をし、測定したデ
ータを別表２に表示。
【０００２０】
緑色ＬＥＤの緑色光線の上面に青色ＬＥＤ設置し、青色光線と緑色光線とを、同時に光線
をいちご植物のサンプル苗５０本に照射をし、測定したデータを別表２に表示。
【０００２１】
青色ＬＥＤの青色光線の上面に緑色ＬＥＤを設置し、緑色光線と青色光線とを、同時に、
いちご植物のサンプル苗５０本に照射をし、測定したデータを別表２に表示。
【０００２２】
ＬＥＤ無しは、光線照射なしにて、いちご植物サンプル苗５０本を用意し、測定したデー
タを別表２に表示。
【０００２３】
育成いちご植物５０本当たりの、緑色ＬＥＤの緑色光線、青色ＬＥＤの青色光線の組み合
わせ別に、育成いちご植物に照射し、ケルダール窒素量違いと、うどんこ病発生数の発生
の違いの比較を別表２にて表示した。尚、ケルダール窒素量は、各サンプル５０本の平均
値を別表２にて表示した。
【０００２４】
別表３は、いちご生産農家の育苗パイプハウス内の実施に基ずき、緑色、青色蛍光灯を育
苗ハウス内にて、苗より１ｍの高さに設置し、日没から日の出前までの３０日間による照
射の効果が、ケルダール窒素の量すなわちタンパク質の多い、少ないが本圃に定植後の当
該いちご植物苗の、うどんこ病発生数を比較を別表３に表示した。
【０００２５】
以上、前記説明した上記「［０００１２］」、「［０００１３］」、「［０００１４］」
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、「［０００１５］」、「［０００１６］」、「［０００１７］」、「［０００１８］」
、「［０００１９］」、「［０００２０］」、「［０００２１］」、「［０００２２］」
、「［０００２３］」、「［０００２４］」、項目を図面及び実施例、表１、表２、表３
に基ずき詳細に説明する。
【０００２６】
図５は、ビニールハウス内にて、育成中のいちご植物苗１３に、１ｍ高さの位置に日没後
から日の出までの夜間に緑色の蛍光灯２０Ｗ、２の緑色光線を照射した模式図である。
連続３０日夜間いちご植物苗に照射した後に、測定したケルダール窒素量の測定値１４７
ｐｐｍを別表１に表示した。
【０００２７】
図４は、ビニールハウス内にて、育成中の植物いちごの苗１３に１ｍ高さの位置に日没後
から日の出までの夜間いちご植物苗に青色蛍光灯２０Ｗ、１の青色光線を照射した模式図
である。
連続３０日夜間照射した後に、測定したケルダール窒素量の測定値を１３５ｐｐｍを別表
１に表示した。
【０００２８】
図１は、ビニールハウス内にて、育成中のいちご植物苗１３に、１ｍ高さの位置に日没後
から日の出までの夜間に緑色の蛍光灯２０Ｗ、２の緑色光線を照射し、当該緑色蛍光灯の
上面部より０．５ｍの高さより青色蛍光灯２０Ｗ、１を設置し、上部の青色光線と下部の
緑色光線を同時に照射した模式図である。
連続３０日夜間いちご植物苗１３を照射した後に、測定したケルダール窒素量の測定値１
５９ｐｐｍを別表１に表示した。
【０００２９】
図２は、ビニールハウス内にて、育成中のいちご植物苗１３に１ｍ高さの位置に日没後か
ら日の出までの夜間に青色蛍光灯２０Ｗ、１の青色光を照射し、当該青色蛍光灯の上面部
より０．５ｍの高さより緑色蛍光灯２０Ｗ、２を設置し、上部の緑色光線と下部の青色光
線を同時に照射した模式図である。
連続３０日間夜間いちご植物苗１３を照射した後に、測定したケルダール窒素量の測定値
を１４０ｐｐｍを別表１に表示した。
【０００３０】
図３は、ビニールハウス内にて、育成中のいちご植物苗１３に１ｍ高さの位置に日没後か
ら日の出までの夜間に緑色蛍光灯２０Ｗ、２と青色蛍光灯２０Ｗ、１とを一平面状に並べ
緑色光線と青色光線を照射した模式図である。
連続３０日夜間いちご植物苗１３を照射した後に、測定したケルダール窒素量の測定値１
７５ｐｐｍを別表１に表示した。
【０００３１】
育成植物いちご植物苗１３の、育成中のビニールハウス内にて、蛍光灯による光線を照射
せずに３０日後に、測定したケルダール窒素量の測定値８１ｐｐｍを別表１に表示した。
【０００３２】
次に、蛍光灯光線照射無しの条件にて測定したケルダール窒素８１ｐｐｍと比較すると、
緑色のみの光線照射によるケルダール窒素量１４７ｐｐｍ、次に当該緑色蛍光灯の上面部
に青色蛍光灯を設置し、上部の青色光線と下部の緑色光線を同時照射したケルダール窒素
量１５９ｐｐｍ、当該青色蛍光灯の上面部より緑色蛍光灯を設置し、上部の緑色光線と下
部の青色光線を同時照射した後ケルダール窒素量１４０ｐｐｍ、緑色蛍光灯と青色蛍光灯
とを一平面状に並べ緑色光線と青色光線を同時照射した後ケルダール窒素量１７５ｐｐｍ
表示した。緑色蛍光灯の緑色光線の照射と同時に緑色蛍光灯の上面又は、同一平面状に青
色蛍光灯の青色光線を同時に、照射すると、緑色光線効果に、青色光線を含ませる事によ
り、より多くケルダール窒素量、すなわちタンパク質が増加する事ことの証明が立証され
た。
【０００３３】



(5) JP 2011-115 A5 2012.9.6

図１０は、ビニールハウス内にて、育成中のいちご植物苗１５に、１ｍ高さの位置に日没
後から日の出までの夜間に緑色のＬＥＤ４にて緑色光線を照射した模式図である。
連続して３０日間いちご植物苗１５に夜間照射後に測定したケルダール窒素量の測定値１
０８ｐｐｍを別表２に表示した。
【０００３４】
図９は、ビニールハウス内にて、育成中のいちご植物苗１５に、１ｍ高さの位置に日没後
から日の出までの夜間青色ＬＥＤ３の青色光線を照射した模式図である。
連続して３０日間いちご植物苗１５に夜間照射後に測定したケルダール窒素量の測定値９
８ｐｐｍを別表２に表示した。
【０００３５】
図６は、ビニールハウス内にて、育成中のいちご植物苗１５に１ｍ高さの位置に日没後か
ら日の出までの夜間緑色ＬＥＤ４の緑色光線を照射し、緑色ＬＥＤ４上面部より０．１ｍ
の高さから、青色ＬＥＤ３にて青色光を同時照射した模式図である。
連続して３０日間いちご植物苗１５に夜間照射後に測定したケルダール窒素量の測定値１
１２ｐｐｍを別表２に表示した。
【０００３６】
図７は、ビニールハウス内にて、育成中いちご植物苗１５に１ｍ高さの位置に日没後から
日の出までの夜間に、青色ＬＥＤ１の青色光を照射し、当該青色光線の青色ＬＥＤの上面
部より　０，１ｍ高さより、緑色ＬＥＤ４にて緑色光を同時照射した模式図である。
連続して３０日いちご植物苗１５に夜間照射後に測定したケルダール窒素量の測定値１０
９ｐｐｍを別表２に表示した。
【０００３７】
図８は、ビニールハウス内にて、育成中のいちご植物苗１５に１ｍ高さの位置に日没後か
ら日の出までの夜間に、緑色ＬＥＤと青色ＬＥＤとを、一平面状に並べ緑色光線と青色光
線との光線を複合させて同時照射した模式図である。
連続して３０日いちご植物苗１５に夜間照射後に測定したケルダール窒素量の測定値１２
５ｐｐｍを別表２に表示した。
【０００３８】
ビニールハウス内にて、ＬＥＤによる育成中の植物いちご植物苗１５に青色、緑色ＬＥＤ
による光線を照射せずに、３０日後ケルダール窒素量を測定値８１ｐｐｍを別表２に表示
した。
【０００３９】
日没後から日の出までの夜間に、緑色、青色ＬＥＤの光線照射無しの条件にて３０日後ケ
ルダール窒素量を測定８１ｐｐｍを表示した、ケルダール窒素量との比較をすると、緑色
ＬＥＤ４の緑色光線をいちご植物苗に照射し、３０日後ケルダール窒素量１０８ｐｐｍ、
次に緑色ＬＥＤ４の緑色光線の上面部から青色ＬＥＤ３の青色光線を同時にいちご植物苗
に照射し、３０日後ケルダール窒素量１１２ｐｐｍ、緑色ＬＥＤ光線と青色ＬＥＤ光線を
一平面状に設置し、緑色光線と青色光線を同時にいちご植物苗に照射し、３０日後ケルダ
ール窒素量１２５ｐｐｍを表示した。
【０００４０】
又、ＬＥＤ緑色光線効果が植物いちご植物苗にとってビニールハウス内にて、育成中の当
該いちご植物苗に１ｍ高さの位置に日没後から日の出までの夜間にＬＥＤ緑色光線の照射
により、ケルダール窒素量が増加した。尚、緑色ＬＥＤ効果に青色ＬＥＤ光線を含ませる
と、より多くのケルダール窒素量が増加する事が証明された。
【０００４１】
上記記載の蛍光灯の光量と、ＬＥＤの光量との光量差がケルダール窒素量の比較による差
が別表１、別表２、にて表示の如くケルダール窒素量の差すなわち、いちご植物の体内の
タンパク質量が、うどんこ病の発生の多い少ないの差として表示された。しかし「［００
０３２］」、「［０００４０］」項にての考察にても明らかな如く、「［０００２６］」
「［０００２７］」「［０００２８］」「［０００２９］」「［０００３０］」項にて表
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示の如く、緑色蛍光灯の緑色光線、青色蛍光灯の青色光線により、育成いちご植物に照射
よるケルダール窒素量の増加と、「［０００３３］」「［０００３４］」「［０００３５
］」「［０００３６］」「［０００３７］」項にて表示の如く、緑色ＬＥＤの緑色光線、
青色ＬＥＤの青色光線にても、優れた効果が出た。
育成いちご植物に当該緑色蛍光灯、青色蛍光灯、緑色ＬＥＤ，青色ＬＥＤによる光線の照
射より、ケルダール窒素量すなわちタンパク質が、育成いちご植物に体内に多く増加し、
うどんこ病発生の抑制が出来ることが、はっきりとした証明が立証された。
【実施例】
【０００４２】
いちごの育苗ハウスにて、実施例に基ずき説明する。
間口５．４ｍ長さ４０ｍの育苗パイプハウスにて、図１１は、パイプハウスの立面図であ
り、図１２は、パイプハウスの平面図である。
【０００４３】
ハウス内に置かれたいちご植物苗１６の上面より１ｍの高さに緑色の２０Ｗの蛍光灯７を
パイプハウスに対し平行に２列設置し、又２列設置した中央に青色の２０Ｗの蛍光灯８を
ハウスの長手方向に、１列設置した。両側２列に設置した蛍光灯７の緑色の光線と、中央
１列に設置した蛍光灯８の青色の光線が、出来るだけ均一にいちご植物苗に緑色光線と青
色光線との複合した緑と青の光線をいちご植物苗１６に照射させる為に、平面図１２にて
表示のごとく、両側２列に設置した緑色２０Ｗ蛍光灯の間隔を４ｍに設置し、中央１列に
設置した青色２０Ｗ蛍光灯８の間隔を８ｍ間隔に設置し、当該いちご植物苗１６の上面よ
り１ｍの高さに、青色、緑色の蛍光灯を設置した。
【０００４４】
育苗のパイプハウス立面図、図１１、育苗のパイプハウス平面図、図１２表示の育苗ハウ
ス内には、本圃に定植する苗を８５００本置き並べた。
【０００４５】
「［０００４４］」項記載の育苗パイプハウス間口５．４ｍ長さ４０ｍのハウスより２Ｍ
離れた隣の同等の面積を保持したパイプハウス間口５．４ｍ長さ４０ｍハウスには、蛍光
灯は、設置せずに、本圃に定植する株を８５００本置き並べた。
【０００４６】
「［０００４４］」項記載の蛍光灯を設置したパイプハウスのいちご植物苗に全ての緑色
蛍光灯、青色蛍光灯にて、７月３０日～８月３１日までの約３０日間、日没から日の出ま
での夜間に緑色蛍光灯の緑色光線と青色蛍光灯の青色の光線を同時に点灯させ、いちご植
物苗に照射した。昼間は７月３０日～８月３１日までの約１月間自然の太陽光に準じた育
苗管理を保持した。その後８月３１日以降は日没から日の出までの夜間の緑色、青色の蛍
光灯は全て消灯し、昼間は日の出から日没までの約１月間自然の太陽光に準じた育苗管理
を保持した。
【０００４７】
「［０００４６］」項記載の育苗パイプハウス間口５．４ｍ長さ４０ｍの蛍光灯設置をし
ないハウスは、夜間は暗黒にし、昼間は日の出から日没までの約１月間自然の太陽光に準
じた育苗管理を保持した。
【０００４８】
本圃ハウスに育苗処理苗、すなわち「［０００４６］」「［０００４７］」項にて記載し
た緑色蛍光灯の緑色光線、青色蛍光灯の青色光線、光線無し、を「［０００４６］」「［
０００４７］」項にて記載した如く処理したいちご植物苗を９月１０日～９月１６日まで
に定植した。
【０００４９】
「［０００４８］」項記載の処理したいちご植物苗１６を下記の如く、３０日間実施例育
苗パイプハウス間口５．４ｍ長さ４０ｍハウスにて蛍光灯の緑色光線と青色光線との照射
処理したいちご植物苗と蛍光灯の照射無しのいちご植物苗の葉柄、葉体内のケルダール窒
素の量すなわち、タンパク質の量とうどんこ病発生いちご植物苗の比較対照区分を設け圃
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場に当該いちご植物苗、サンプル１、２、３、４、５、６の各２０本ずつを分類し対照区
に定植した。
【０００５０】
各サンプル１，２，３，４，５，６いちご植物苗として、本圃にいちご植物苗として定植
後２０日目に、ケルダール法に基ずきケルダール窒素量を調べ各サンプル１，２，３，４
，５，６ごとに、当該いちご植物苗２０本ずつの平均値を別表３にて表示した。
【０００５１】
当該いちご植物苗である、各サンプル１，２，３，４，５，６いちご植物苗として、本圃
にいちご植物苗として定植後２０日目に、うどんこ病発生数をチェックし、別表３に表示
した。
【０００５２】
いちごの育成中の葉柄、葉体内のケルダール窒素の量すなわち、タンパク質の量が、無照
射、緑色蛍光灯の緑色のみの光線の照射、青色蛍光灯の青色のみの光線の照射、緑色蛍光
灯の緑色の光線照射の上面に青色蛍光灯の青色の光線を同時に照射、青色蛍光灯の青色光
線の照射の上面に緑色蛍光灯の緑色光線を同時に照射、緑色蛍光灯の緑色光線の照射と同
一平面上に青色蛍光灯の青色光線を同時に照射した当該いちご植物苗に照射した当該いち
ご植物苗と光線無照射、緑色ＬＥＤの緑色のみの光線の照射、青色ＬＥＤの青色のみの光
線の照射、緑色ＬＥＤの緑色の光線照射の上面に青色ＬＥＤの青色の光線を同時に照射、
青色ＬＥＤの青色光線の照射の上面に緑色ＬＥＤの緑色光線を同時に照射、緑色ＬＥＤの
緑色光線の照射と同一平面上に青色ＬＥＤの青色光線を同時に照射した当該いちご植物苗
とを光線照射無し、緑色光線、青色光線の照射の組み合わせの違いによる効果が、当該い
ちご植物苗のうどんこ病発生の多少の違いの表示の比較を、下記別表１は、蛍光灯の照射
による比較、表２は、ＬＥＤの照射による比較を表示した。
【０００５３】
別表１及び別表２の表示の如く、上記「［０００５２］」項記載の照射の組み合わせによ
る、蛍光灯及びＬＥＤの各光線照射をした当該いちご植物苗と蛍光灯の無照射いちご植物
苗とを本圃に定植して後、２０日後にうどんこ病の発生した本数である。
【０００５４】
別表３にて表示のうどんこ病発生本数の中において、「［０００４４］」、「［０００４
５］」、「［０００４６］」、「［０００４７］」、「［０００４８］」、「［０００４
９］」、「［０００５０］」、「［０００５１］」項記載の育苗ハウス内のサンプル２の
データにて１本と、サンプル３のデータにて１本のうどんこ病発生した、当該いちご植物
苗のうどんこ病は、サンプル２、サンプル３の各々２０本の圃場に定植後２０日後の、い
ちご植物苗平均ケルダール窒素はサンプル２において、１５６ＰＰＭ、サンプル３におい
ては、１６０ＰＰＭの高い値を表示している。
【０００５５】
サンプル２、サンプル３のいちご植物苗を定植した圃場にて、農薬を散布せずのに、農薬
を散布した防除後と同等の効果が、うどんこ病の発生後１２日目で、白い胞子が茶色に渇
変化の症状になり、農薬防除後の効果と同じ効果となった。サンプル１のいちご植物苗を
定植した圃場にても、うどんこ病の白い胞子が、農薬防除後と同じく茶色く渇変化の症状
になり、うどんこ病の発生から１５日目で、白い胞子が消えた。
又、当該いちご植物苗が、うどんこ病に感染して、うどんこ病の菌が、白く付着していて
も、いちご植物苗の白い胞子の部分は、農薬散布後に農薬効果と同等の症状である、うど
んこ病の白い胞子が茶色に渇変化し、周りのいちご植物にはうどんこ病が感染しなかった
。
サンプル２、におけるケルダール窒素１５６ＰＰＭ、サンプル３におけるケルダール窒素
１６０ＰＰＭの高い値は、蛍光灯の緑色と青色との光線による効果がはっきりとした証明
が立証された。
【０００５６】
別表３にてうどんこ病発生本数の中において、サンプル４のデータにて５本と、サンプル
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５のデータにて１０本、サンプル６のデータにて１２本の、うどんこ病が発生。別表３に
てケルダール窒素及びうどんこ病発生本数を表示後、その後１０日後には、かなり多くう
どんこ病が対照区のサンプル４、サンプル５、サンプル６のいちご植物苗に発生した為に
農薬防除に頼らざる状態になるほど隣の定植苗に、感染しながら大量に発生した為に農薬
防除を行なった。
【０００５７】
別表３にて表示、サンプル４、サンプル５、サンプル６の各々２０本の圃場に定植後２０
日後の、いちご植物苗平均ケルダール窒素はサンプル４において、１１１ＰＰＭ、サンプ
ル５においては、９８ＰＰＭ、サンプル６においては、８０ＰＰＭが、別表３にて表示。
【０００５８】
又、サンプル１、１３６ＰＰＭサンプル２、１５６ＰＰＭ、サンプル３、１６０ＰＰＭの
ケルダール窒素の各２０本の平均値に対しかなり低い値を別表３に表示されている。
サンプル１、サンプル２、サンプル３は、蛍光灯の緑色光線と青色光線との照射による、
ケルダール窒素の値と、サンプル４、サンプル５、サンプル６は、蛍光灯による照射無し
による、ケルダール窒素の値とに大きな値の差として、別表３にて表示。
【０００５９】
以上、「［０００４４］」、「［０００４５］」、「［０００４６］」、「［０００４７
］」、「［０００４８］」、「［０００４９］」、「［０００５０］」、「［０００５１
］」、「［０００５４］」、「［０００５５］」、「［０００５６］」、「［０００５７
］」、「［０００５８］」項にて実施例にて説明した様に、緑色光線、青色光線を日没か
ら日の出前の夜間に照射することにより、当該いちご植物苗の体内にケルダール窒素が増
加する。
それ故に、当該いちご植物の体内に栄養濃度をつかさどるタンパク質が高濃度に蓄積され
ることにより、当該いちご植物苗のうどんこ病の発生を抑える効果としての証明が立証さ
れた。
【表１】
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【表２】

【表３】

【符号の説明】
【０００４６】
１・・・青色蛍光灯、２・・・緑色蛍光灯、３・・・青色ＬＥＤ　４・・・緑色ＬＥＤ，
１３・・・いちご植物苗、１５・・・いちご植物苗、１６・・・いちご植物苗、７・・・
緑色蛍光灯　８・・・青色蛍光灯、９・・・パイプハウス、
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
緑色蛍光灯の上面部に青色蛍光灯を設置し、緑色蛍光灯の緑色光線と青色蛍光灯の青色光
線とを育成植物に夜間照射する当該植物のうどんこ病防除制御方法。
【請求項２】
青色蛍光灯の上面部に緑色蛍光灯を設置し、青色蛍光灯の青色光線と緑色蛍光灯の緑色光
線とを育成植物に夜間照射する当該植物のうどんこ病防除制御方法。
【請求項３】
緑色蛍光灯と青色蛍光灯とを一平面状に置き並べ、緑色蛍光灯の緑色光線と青色蛍光灯の
青色光線とを育成植物に夜間照射する当該植物のうどんこ病防除制御方法。
【請求項４】
緑色蛍光灯の緑色光線を育成植物に夜間照射する当該植物のうどんこ病制御方法。
【請求項５】
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青色蛍光灯の青色光線を育成植物に夜間照射する当該植物のうどんこ病制御方法。
【請求項６】
緑色ＬＥＤの上面部に青色ＬＥＤを設置し、緑色ＬＥＤの緑色光線と青色ＬＥＤの青色光
線とを育成植物に夜間照射する当該植物のうどんこ病防除制御方法。
【請求項７】
青色ＬＥＤの上面部に緑色ＬＥＤを設置し、青色ＬＥＤの青色光線と緑色ＬＥＤの緑色光
線とを育成植物に夜間照射する当該植物のうどんこ病制御方法。
【請求項８】
緑色ＬＥＤと青色ＬＥＤとを一平面状に置き並べ、緑色ＬＥＤの緑色光線と青色ＬＥＤの
青色光線とを育成植物に夜間照射する当該植物のうどんこ病制御方法。
【請求項９】
緑色ＬＥＤの緑色光線を育成植物に夜間照射する当該植物のうどんこ病制御方法。
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